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平成１８年（行ウ）第８０号 住民訴訟事件 

           判       決 

           主       文 

   １ 被告は被告補助参加人会派Ｚ１に対し，４６１４万円を支払うよ

う請求せよ。 

   ２ 原告らのその余の請求を棄却する。 

   ３ 訴訟費用は，これを３分し，その２を原告らの負担とし，その余

を被告の負担とし，補助参加によって生じた費用は，これを３分し，

その２を原告らの負担とし，その余を被告補助参加人らの負担とす

る。 

           事 実 及 び 理 由 

 第１ 請求の趣旨 

 被告は被告補助参加人会派Ｚ１に対し，１億３５００万円及びこれに対する平成１

７年６月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払うよう請求せよ。 

 第２ 事案の概要 

 １ 本件は，名古屋市の住民である原告らが，名古屋市議会の会派であった会派Ａ

が名古屋市から交付された平成１６年度の政務調査費のうち，１億３５００万円（会

派Ａが交付を受けた政務調査費のうち，所属議員らに支給したとする合計１億３９５

０万円から，会派Ａが名古屋市に返還した４５０万円を控除した残額）を不当に利得

していると主張して，地方自治法２４２条の２第１項４号に基づき，被告に対し，同

金額の不当利得金の返還及び遅延損害金の支払を会派Ａの権利義務を承継した被告補

助参加人会派Ｚ１に請求するよう求める住民訴訟である。 

 ２ 名古屋市における政務調査費交付手続等の概要 

 (1) 名古屋市においては，地方自治法（平成２０年法律第６９号による改正前のも

の。以下同じ。）１００条１３項の規定を受けて，名古屋市会政務調査費の交付に関

する条例（平成１３年名古屋市条例第１号。ただし，平成２０年名古屋市条例第１号
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による改正前のもの。以下「本件条例」という。）を定めている。本件条例に基づき，

名古屋市長は，名古屋市会政務調査費の交付に関する規則（平成１３年名古屋市規則

第１１号。以下「本件規則」という。）を定め，また，名古屋市議会議長は，名古屋

市会政務調査費の使途基準及び収支報告書の閲覧に関する規程(平成１３年名古屋市

会達第１号。以下「本件規程」という。）を定めている。 

(2) これらによれば，名古屋市における政務調査費の交付手続等の概要は，次のと

おりである。 

 ア  名古屋市では，市議会における会派（所属議員が１人の場合を含む。）に対し，

議員の市政に関する調査研究に資するため必要な経費の一部として，当該会派に所属

する議員１人当たり月額５５万円を交付することとしている（本件条例１条，２条，

３条１項）。そして，その政務調査費は，議長が定める使途基準に従って使用するも

のとし，市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならな

いとされている（本件条例４条）。 

政務調査費の使途基準について，本件規程２条は，「別表に掲げる項目ごとに概ね

右欄に掲げるとおりとする。」と定めている（別表の定めは，別紙１のとおりであ

る。）。 

 イ 政務調査費の交付を受けた会派の代表者は，政務調査費に係る収入及び支出の

報告書（以下「収支報告書」という。）を所定の様式により議長に提出しなければな

らない（本件条例５条１項。なお，この提出の際には，領収書等の提出は求められて

いない。）。収支報告書は，前年度の交付に係る政務調査費に関し，毎年４月３０日

までに提出しなければならない（同条２項）。議長は，提出された収支報告書の写し

を市長に送付する（本件規則５条）。 

 議長は，上記収支報告書が提出されたときは，必要に応じて調査をすることができ

る（本件条例６条）。市長は，政務調査費の交付を受けた会派がその年度において交

付を受けた政務調査費の総額から，当該会派がその年度において市政に関する調査研

究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合，当該残余
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の額に相当する額の政務調査費の返還を命じることができる（本件条例７条）。 

ウ 会派は，経理責任者を置かねばならず，その経理責任者が政務調査費の支出に

関し会計帳簿を調製し，領収書等の証拠書類を整理し，これらの書類を収支報告書の

提出期限の日から起算して５年を経過する日まで保管しなければならない（本件規則

６条１項，２項）。 

エ 会派が議長に提出した収支報告書は，提出期限の後，一定期間が経過すれば，

閲覧は可能となるが（本件規程３条），会派が調製すべき会計帳簿及び保管すべき証

拠書類を閲覧に供する旨を定めた規定はない。 

 ３ 前提事実（以下の事実は，当事者間に争いのない事実及び後掲の証拠から容易

に認定できる事実である。） 

 (1) 当事者等 

 ア 原告らは，名古屋市民であり，被告は，名古屋市長である。 

 イ 会派Ａは，名古屋市議会議員で構成する会派（権利能力なき社団）であった。

なお，会派Ａの構成メンバーのうち９名は，平成１８年９月，会派Ａを離脱し，新た

に会派Ｂ（その後「会派Ｃ」と名称を変更した。）という会派を結成した。 

 平成２１年３月３１日，会派Ａ及び会派Ｃは解散し，その構成員らは，同年４月１

日，被告補助参加人会派Ｚ１を結成した。被告補助参加人会派Ｚ１は，会派Ａ及び会

派Ｃの権利義務を承継した。 

 ウ 被告補助参加人Ｚ２，同Ｚ３，同Ｚ４は，平成１６年当時，会派Ａに所属する

名古屋市議会議員であった（以下，これら３名の被告補助参加人と被告補助参加人会

派Ｚ１を併せて，「被告補助参加人会派ら」という。）。 

 (2) 平成１６年度の会派Ａに対する政務調査費の交付等 

 ア 前記２のとおり，平成１６年度においては，名古屋市議会の各会派に対し，政

務調査費として，月額５５万円に当該会派の所属議員数を乗じた額が交付されること

になっており，同年度において，名古屋市は，会派Ａに対し，合計１億５３４５万円

を交付した。 
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 イ 会派Ａは，１人当たり月額５５万円の政務調査費のうち，５万円を会派の共通

経費とし，その余の５０万円を個人経費として各議員に対して支給する政務調査費に

充てていた。 

 ウ 会派Ａは，本件条例５条１項に基づき，平成１７年４月２８日付けで，名古屋

市議会議長宛てに平成１６年度政務調査費に係る収支報告書（甲１。以下「本件報告

書」という。）を提出した。 

 本件報告書の記載内容は，別紙２のとおりである。 

 エ 会派Ａは，平成１７年５月２６日，別紙２記載の残余金６０６万５７１７円を

名古屋市に返還した。 

 (3) 監査請求等 

 ア 原告Ｘ１らは，平成１８年９月８日，名古屋市監査委員に対し，要旨「会派Ａ

は，平成１６年度に交付された政務調査費のうち，４５０万円を当時病気療養中で政

務調査活動ができる状態になかった会派ＡのＤ議員に支給していた。しかるに，会派

Ａは，本件報告書に，上記４５０万円も含めて政務調査活動に支出したとの事実に反

する記載をして，これを市議会議長に提出した。」などと主張して，平成１６年度に

会派Ａに交付した政務調査費のうち，個人経費分の合計額１億３９５０万円（以下

「本件政務調査費」という。）を名古屋市に返還させるために必要な措置を執ること

を求める住民監査請求（以下「本件監査請求」という。）を行った（甲２）。 

 イ 名古屋市監査委員は，本件監査請求において違法性が具体的に摘示されている

のはＤ議員に交付された４５０万円のみであるとして，この４５０万円が不当利得に

当たるか否かを監査対象事項とした。そして，名古屋市監査委員は，要旨次の(ｱ)，

(ｲ)のとおりの事実を認定し，上記４５０万円については，既に名古屋市に返還され

ており，不当利得はないとして原告らの請求を棄却し，また，その余の部分について

は，違法性が具体的に指摘されていないとして却下する旨の監査結果を平成１８年１

１月７日付けで原告らに通知した（甲２）。 

 (ｱ) 平成１７年４月２５日，会派Ａは，Ｄ議員に対して４５０万円を支給した。こ
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れは，平成１６年度の政務調査費の個人経費分であると認められる。 

 (ｲ) 会派Ａは，本件報告書にはＤ議員への４５０万円の支出が含まれていたことを

認め，平成１８年１０月１９日，本件報告書の訂正願いを市議会議長に提出し，４５

０万円については，名古屋市長から会派Ａに対し返還命令が出され，会派Ａは，これ

を名古屋市に返還した。 

 ウ 名古屋市監査委員は，本件監査請求に対する監査結果の通知において，「会派

Ａの政務調査費の支給事務に関し，Ｄ議員に対する政務調査費の支給に至る経緯が曖

昧であり，また，領収書が個人別に特定できず，会計帳簿が不備であったことなどか

ら，会派としてのチェック機能が十分に働いていないことがうかがわれた。会派Ａに

おいては，政務調査活動を証する領収書，報告書の確実な徴取及び適正な管理，支出

内容を事後に容易に点検できるような会計帳簿類の調製，政務調査費の支出における

自己監査体制の整備など，内部統制の充実を図り，会派として再発防止に努められる

よう強く要望する。」と記載した（甲２）。 

 (4) 別件訴訟 

 本件の原告らは，名古屋市長を被告として，会派Ａに対し，平成１５年度及び平成

１６年度の政務調査費のうち共通経費に当てられたとされる部分の返還を求めるよう

請求する住民訴訟（第１審・当庁平成１７年（行ウ）第４７号，控訴審・名古屋高等

裁判所平成１９年（行コ）第１４号。以下「別件訴訟」という。）を提起した。別件

訴訟の控訴審判決は，名古屋市長に，会派Ａに対して，１６５万９７８１円及びこれ

に対する遅延損害金を支払うよう請求することを命じたが，その判決理由中において，

会派Ａが平成１７年５月２６日に名古屋市に返還した平成１６年度分の政務調査費の

残余金６０６万５７１７円には，Ｒ議員の２か月分とＰ議員の１か月分の個人経費分

が含まれていた旨を認定した（丙２８）。 

 ４ 争点及び当事者の主張 

 本件の争点は，会派Ａが本件政務調査費のうち１億３５００万円について，「法律

上の原因なく他人の財産によって利益を受けた」か否かであり，これに関する当事者
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の主張は，次のとおりである（なお，被告は，会派Ａに不当利得があることは争って

いるが，具体的な主張はしていない。）。 

 （原告らの主張） 

 (1) 政務調査費は，地方自治法１００条１３項に基づき交付されるところ，同項は，

その使途を「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部」と定めているから，こ

れ以外の目的による政務調査費の支出は，同項に違反することになる。そして，同法

２条１４項，１３８条の２，地方財政法４条１項に照らせば，交付した政務調査費に

年度末の段階で残余があった場合や議員の調査研究に必要な経費以外に支出された場

合は，かかる支出に対応する部分の利得を当該会派に維持させることに法的合理性は

ない。また，このような事情の下で，当該地方公共団体の執行機関が当該会派に対し

て上記利得に相当する金員の返還を命じないとすれば，かかる執行機関の行為は当該

地方公共団体に損害を与える行為である。 

 上記の点に照らせば，本件条例７条は，交付され政務調査費に年度末の段階で残余

がある場合のみならず，政務調査費が市政に関する調査研究に必要な経費以外に支出

された場合についても，被告に，会派に対して不当利得返還請求をすることを命じて

いると解すべきである。 

  (2) 会派Ａは，平成１６年度に交付された政務調査費のうち，４５０万円を当時病

気療養中で政務調査活動ができる状態になかったＤ議員に交付していた。しかるに，

会派Ａは，本件報告書に，上記４５０万円も含めて政務調査活動に支出したとの事実

に反する記載をして，これを市議会議長に提出した。そこで，原告らは，本件監査請

求をしたところ，会派Ａは，本件監査請求の調査の過程で４５０万円を名古屋市に返

還した。その上，その監査結果において，会派Ａの政務調査費の支給に関し，Ｄ議員

に対する政務調査費の支給に至る経緯が曖昧であり，また，領収書が個人別に特定で

きず，会計帳簿が不備であったとの指摘がされた。 

 以上によれば，平成１６年度に会派Ａに交付された政務調査費中，少なくとも会派

内で個人経費分として分配された月額５０万円（この合計が，本件政務調査費であ
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る。）の使途については，支出に関する会計帳簿もなく，誰がどのような使途でいく

ら支出したのか特定できない状態であったことになる。そして，監査結果における上

記指摘を踏まえると，少なくとも平成１６年度分の会派Ａ所属の議員の政務調査費支

出分については，会派Ａは，本件条例が要求する適切な支出報告をしておらず，その

年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出したことの証

明がされていないことになる。 

 他方，各会派が政務調査費を最終的に保有できるのは，本件条例５条に基づき適切

な収支報告がされ，これに基づき被告から本件条例７条に基づく返還請求権が行使さ

れないことが確定した段階である。 

 以上によれば，会派Ａは平成１６年度分の政務調査費に関して適切な収支報告をし

ていない以上，少なくとも個人経費分である本件政務調査費についてはこれを保有す

る権限を有しない。 

よって，被告は，本件条例７条及び不当利得返還請求権に基づき，会派Ａの権利義

務を承継した被告補助参加人会派Ｚ１に対し，会派Ａが平成１６年度分として交付さ

れた政務調査費のうち，会派Ａが１人当たり月額５０万円の割合で支出したとされる

合計１億３９５０万円（本件政務調査費）から会派Ａが既に名古屋市に返還した４５

０万円を控除した１億３５００万円について，不当利得返還請求権の発生が明らかと

なった平成１７年６月１日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を付して

請求する義務があるというべきである。 

なお，会派Ａは，本件報告書において６０６万５７１７円の残余金が発生したとし

て，これを名古屋市に返還した。しかし，この残余金は，平成１６年度に会派Ａに交

付された政務調査費のうち，共通経費部分か個人経費部分か判然とせず，いずれの可

能性も否定できない。したがって，上記残余金について個人経費部分であることの根

拠がないから，本件においては不当利得返還金額からこれを控除することなく請求す

る。 

  (3) 会派Ａの所属議員が提出した陳述書によっても，会派Ａに交付された政務調査
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費全額は，政務調査費としての目的外の支出である。 

 会派Ａに所属していた議員（ただし，所属議員全員ではない。）は，陳述書におい

て，政務調査費の支出内容を説明している。しかし，これを裏付ける帳簿や領収書は

提出されていない。陳述書自体，会計帳簿に比べ明らかに信用性は低い上，本件で提

出された陳述書の記載は，支出内容を「調査費」，「研修費」，「会議費」，「資料

作成費」，「資料購入費」，「広報費」，「事務費」及び「人件費」に類型化して，

それぞれの総額を記載しているにすぎない。支出がこれらの類型に属するというため

には，少なくとも，特定の政務調査活動を目的とした支出であることを裏付ける資料

を示すことが必要であるが，本件では，何も根拠が示されていない。したがって，陳

述書の記載は，支出目的の正当性の根拠とはならない。例えば，資料を購入した，資

料を作成したなどと陳述していても，その資料の具体的内容を明らかにしていない。

その他の費目に関しても同様であり，使途を具体的に明らかにしておらず，説明が抽

象的であり，政務調査活動として支出したとの説明がされていない。 

  (4) また，具体的に，次のような疑問がある。 

 ア 議員の活動のうち，政務調査活動はその一部にすぎず，その多くは政治活動や

委員会活動である。より多数の支持を受け，議会における多数派の地位を占めるため

の活動は，すべて政治活動であるし，議員として議会に出席し，意見を述べ，議決に

参加することも政治活動である。 

 また，名古屋市議会においては委員会が設けられており，委員会単位での調査や視

察がされており，これに要した費用は費用弁償条例により議員に支払われるから，こ

れを政務調査費として支出することは許されない。 

 したがって，政務調査費の支出として正当化できるのは，政治活動にも委員会活動

にも属さない支出であり，かつ，会派が政務調査活動として掲げたものに限られる。

この観点から見た場合，調査費，研修費，会議費，資料作成費，資料購入費，広報費，

事務費，人件費については，いかなる政務調査活動として何にいくら支出したのかの

説明がされていない以上，政務調査費の支出として正当化できるものではない。 
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 イ 政務調査費の支出として正当化できるものは，会派としての政務調査活動であ

って，個人のそれではない。したがって，陳述書に記載された政務調査活動が，会派

の政務調査活動として決定され，調査が委託されたものであることを示す必要がある

が，これらの説明がない。 

 ウ 飲食そのものは政務調査活動ではなく，少なくとも飲食代金を政務調査費から

支出するためには，具体的な調査活動をするに当たって，飲食を伴うことが必要とい

える状況であることが必要である。会派Ａは，政務調査費（共通経費）を飲食代とし

て支出してきたところ，そこに所属する議員も，同様に支出してきたものと認められ

るから，これらの支出は違法である。 

 エ 本件規程２条は，広報費を政務調査費から支出することを認めているが，広報

活動は政務調査活動ではなく，議員としての活動成果を広く一般に伝えることによっ

て市民の支持を受けることを目的とする活動であって，政治活動そのものである。し

たがって，政務調査費から広報費の支出を許容する本件規程２条は，地方自治法１０

０条１３項に違反する。また，Ｓ党の機関紙である「Ｔ」は，議員自らの宣伝に割か

れている紙面が多く，その発行は，政治活動に他ならない。よって，政務調査費を広

報費（「Ｔ」の発行費用）として支出することは違法である。 

 オ 人件費は，その支出に関して政務調査活動のための支出であるとの説明が十分

にされていない以上，政務調査活動のためというよりも政治活動のために雇用した者

の人件費と見るのが相当である。また，事務費の内，事務所借り上げ費用は，政務調

査活動を行うために事務所を借りる必要はないので，違法である。 

 （被告補助参加人会派らの主張） 

 (1) 現代の議会において，会派は極めて重要な役割を担っており，会派を構成する

議員を通じて，様々な情報を収集し，これを分析，検討して，会派としての意思決定

を行っている。会派に所属する議員は，会派で意思決定された方針や計画に従って，

会派間の協議，本会議や委員会での審議に参加する。また，議会外において，所属す

る会派が推進する施策を広く市民に周知し，会派としての実績をアピールする。その
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結果，新たな情報が得られれば，各議員は，会派にその情報をフィードバックし，市

政に生かされることになる。そして，実際の会派の活動は，主に，所属議員１人１人

が行い，その活動範囲は広範多岐にわたる。 

 このような会派及び議員の調査活動の補助のために政務調査費は交付されているが，

費用の支給である以上その使途の透明性の要請があるので，名古屋市では，本件条例

により会派に対し収支報告書の提出を義務付けるものの，他方で，政務調査活動は，

結社の自由，言論の自由及び政治活動の自由とも密接に関連しており，これらの自由

を制限するおそれや執行機関等からの干渉を防止し，会派間における独自性，優位性

を確保する観点から，領収書等の提出は義務付けられていない。 

 (2) 会派Ａにおいては，会派内の取決めにより，議員１人当たり５５万円の政務調

査費について，月額５０万円を限度として各議員の個人経費として支給し，残り５万

円を会派の共通経費としていた。政務調査費の管理については，毎月，会派Ａの預金

口座に振り込まれる政務調査費をその都度全て引き下ろし，各議員の個人経費として

支給する部分については，現金５０万円ずつの封筒に分けてこれを金庫に保管し，共

通経費に充てる部分は，会派Ａの別の口座に入金して管理していた。そして，所属の

議員に対しては，領収書を財務委員長がチェックし，適切でない場合には是正を依頼

するなどした上で，１人当たり毎月５０万円を限度として，各議員の政務調査活動に

応じて，政務調査費を支払っている。 

  平成１６年度においては，会派Ａは，政務調査費として合計１億５３４５万円の交

付を受けた。そして，個人経費分については，会派Ａの財務委員長（平成１６年度は

Ｅ議員）が，所属議員から会派Ａの団長宛てに提出された領収書（政務調査費の使途

基準である８項目に分類されたもの）に基づいて，その項目ごとの合計に基づいた出

納データをパソコンにより管理しており，個人経費分の使用額がいくらであるかを把

握していた。 

 ところで，会派Ａは，平成１６年度に受領した政務調査費のうち，平成１７年５月

２６日に６０６万５７１７円，平成１８年１１月１６日に４５０万円の合計１０５６
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万５７１７円を名古屋市に返還したが，平成１７年に返還したもののうち共通経費分

は４５６万５７１７円（利息３７円を含む）であり，１５０万円は個人経費分である。

また，平成１８年に返還したものは，全て個人経費分である。原告らの請求は，会派

Ａが受領した政務調査費のうち個人経費部分から既に返還した４５０万円を控除した

１億３５００万円について返還を求めるものであるが，会派Ａは，上記のとおり個人

経費分については更に１５０万円返還したから，個人経費分として受領したのは最終

的には１億３３５０万円である。 

 (3) 政務調査費の支出の違法性に関する判断基準は，政務調査費としての個々の具

体的な支出が，その本来の使途及び目的に違反していることを推認させる一般的，外

形的な事実を不当利得返還を請求する者において立証した場合に初めて，これを争う

者において，その推認を妨げるべく，本来の使途及び目的に沿って使用したことを明

らかにする必要があるところ，原告らは，上記の一般的，外形的な事実の立証をして

いない。 

 上記の原告らの立証の不備を置くとしても，平成１６年度に会派Ａに所属していた

議員の個々の政務調査活動の内容及び政務調査費の支出状況は，各議員作成の陳述書

（政務調査費の支出状況の骨子は別紙３）のとおりであり，政務調査費の支出として

いずれも適法なものである。 

なお，当時会派Ａに所属していた議員のうち，一部の議員は陳述書を提出していな

いが，その理由は，死亡，離団ないし分裂というものであり，陳述書未提出の議員で

あっても，当然他の議員と同様に政務調査活動を行っていたと考えるのが自然である。

すなわち，陳述書未提出の議員であっても，本会議での質問や，予算の要望をするた

めには，その準備や調査が必要であり，それに相応する費用の捻出が必要である。ま

た，前記のとおり，会派Ａにおいては，政務調査費のうち個人経費分については，各

議員に支給する前に，財務委員長による領収書のチェックが行われていたから，これ

らの議員に関する政務調査費も適正に支出がされていたと推定すべきである。 

  (4)ア 原告らは，政務調査費の支出は政治活動及び委員会活動に属さない支出に限
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定されると主張する。しかし，政治活動の概念自体が明確でない上，政治活動でも，

市政において問題となる課題に直接的又は間接的に関連する政治活動のために必要と

される調査研究活動への支出であれば，政務調査費の支出として適法とすべきである。

また，委員会活動に伴う費用弁償が受けられるのは，委員会活動そのものに関するも

のに限定されており，委員会活動に関連したすべての調査研究活動について費用弁償

を受けられるわけではない。したがって，委員会活動として費用弁償を受けられない

が，それに関連する調査研究活動を行った場合に，政務調査費を支出することは，当

然適法である。 

 イ 原告らは，政務調査活動は会派としての活動に限定されると主張する。しかし，

本件条例１条は「名古屋市会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部とし

て」と規定し，本件条例２条は，所属議員が１人の会派への政務調査費の交付を認め

ているから，議員個人の政務調査活動のために支出することを当然に許容するもので

ある。したがって，原告らの主張は，失当である。 

 ウ 原告らは，飲食費は政務調査費として認められないと主張するが，飲食費であ

っても，市政に関する調査や会議に伴って支出するものであり，それが社会通念上必

要かつ相当と認められるのであれば違法な支出とはいえないとするべきである。 

エ 原告らは，広報費は政務調査費として認められないと主張する。しかし，市政

に関する施策を策定する上で，市民の意見を取り入れることは重要であり，その前提

として市民にその判断材料となる情報を提供することも当然に必要である。したがっ

て，市民に対する広報活動は，施策決定のための調査研究活動として最も重要な活動

の１つであり，そのための費用は，政務調査費に含まれるとするのが相当である。 

 第３ 当裁判所の判断 

 １ 政務調査費の意義及び主張立証責任の分配等について 

 (1) 普通地方公共団体の議会は，議決権（地方自治法９６条等），選挙権（同法９

７条等），監視権（同法９８条，１００条，１７９条３項，１８０条２項等），意見

表明権（同法９９条，１２５条，２０６条４項等）等広範な権限を有しているところ，
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これらの権限を現実に行使するのは，当該議会の議員である。したがって，普通地方

公共団体の議会の議員の職責も，広範であり，議員がその活動を十分に行うためには，

相応の調査研究が必要である。同法１００条１３項により政務調査費の交付が認めら

れたのは，このような広範な職責を有する議員の活動を実効あるものにするために，

議員の調査研究のための費用を助成する目的によるものと認められる。 

 そして，議員が行う調査研究活動は，基本的に各議員の問題意識にのっとって行わ

れるべきものであり，原則として執行機関等の外部からその内容について容喙するこ

とは許容すべきでなく，また，例えば，執行機関の不正の調査など秘密裏に行う必要

のあるものや，会派独自の政策の企画立案など他の会派に知られると当該会派の優位

性が失われる性質の活動を含むものと認められ，活動内容の全貌を明らかにすること

により，その活動の実効性が失われるおそれがあることは否定できない。前記第２の

２「名古屋市における政務調査費交付手続等の概要」において判示したとおり，議長

は，本件条例５条１項に規定する収支報告書が提出されたときは，必要に応じて調査

することができるとされているが（本件条例６条），本件条例等において，執行機関

が個々の政務調査費の支出の適否を直接調査することを予定した規定が設けられてい

ないのは，上記のような政務調査活動の性質を踏まえて，政務調査費の支出の適法性

の判断は，原則として，各会派の自律的な判断に委ねる趣旨であると解される。 

他方，政務調査費は，税金を原資とするものであるから，その収支の状況はできる

だけ透明にすることが望まれる。本件条例５条１項が，各会派に政務調査費に係る収

支報告書の提出を求め，本件条例８条１項が，議長に対し各会派から提出された収支

報告書についてその提出期限から５年間保存することを義務付け，同条２項が，何人

に対しても議長の保存に係る収支報告書の閲覧請求権を認めているのは，上記の透明

性の要請に応えようとしたものであると解される。したがって，各会派が提出する収

支報告書については，その記載内容の正確性が強く求められるところ，本件規則６条

１項が，会派は政務調査費に関する経理責任者を置かなければならないとし，同条２

項が，政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者に対し，政務調査費の支出につい
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て会計帳簿を調製するとともに，領収書等の証拠書類を整理し，これらの書類を当該

政務調査費に係る収支報告書の提出期限から５年間保管することを義務付けているの

は，各会派による政務調査費の支出が適正に行われることを期するとともに，各会派

が提出する収支報告書の記載内容の正確性を担保し，収支報告書の記載内容について

疑義が生じたときには，当該会派において，会計帳簿や領収書等の証拠書類に基づい

て政務調査費の収支の状況を説明できるようにするためであると解される。 

(2) これらを踏まえて，政務調査費の返還が求められている訴訟における主張，立

証責任の分配等について検討する。 

本件条例４条によれば，政務調査費は，議長が定める使途基準に従って使用するも

のとし，市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならな

いとされ，本件条例７条によれば，市長は，政務調査費の交付を受けた会派がその年

度において交付を受けた政務調査費の総額から，当該会派がその年度において市政に

関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場

合，当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができるとされてい

る。これらの規定に照らせば，当該会派が政務調査費の本来の使途及び目的に違反し

た不適切な支出をした場合には，その支出は「市政に関する調査研究に資するため必

要な経費」として支出したものとは認められないことになるから，市長は，当該不適

切な支出に相当する額の政務調査費に関しても，当該会派に返還を求めることができ

ると解するのが相当である。そして，残余金及び政務調査費として不適切な支出に相

当する額の金員は，会派がこれを保有しておく理由のない金員であることに照らせば，

本件条例７条に基づく返還請求権は，不当利得返還請求権の性質を持つものと解され

る。 

 したがって，本件条例７条に基づき会派に対して政務調査費の返還を求める場合に

は，不当利得返還請求権の一般的な主張立証責任の分配に従って，政務調査費の返還

を請求する側において，返還を求める政務調査費の支出が「市政に関する調査研究に

資するため必要な経費」の支出に当たらないことの主張，立証責任を負うことになる
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と解される。しかし，本件条例の下においては，各会派が提出する収支報告書の支出

欄には，支出項目と項目ごとの金額等が記載されるにとどまり，支出の明細が明らか

にされておらず，また，領収書等も公開されていないことからすると，返還を求めら

れている会派側において，何らの立証の負担も負わないとするのは相当でないから，

政務調査費の返還を請求する側において，相応の根拠をもって当該会派の提出した収

支報告書の記載内容が正確でないことを主張，立証した場合には，返還を求められて

いる会派側において，政務調査活動の秘匿性の要請に抵触しない限度において，政務

調査費の支出状況を明らかにすべきであり，これすらも明らかにできない場合には，

当該会派は，本件規則６条から当然に導かれる政務調査費の支出状況についての説明

責任を果たしていないものといわざるを得ない。そして，前示の政務調査費に関する

透明性の要請に照らせば，本件条例が，そのような最低限度の基本的な説明責任すら

果たされていない政務調査費についてもなお，「市政に関する調査研究に資するため

必要な経費」に充てられたものとして，その返還を要しないものとしているとは解さ

れないから，当該会派は，当該政務調査費を不当利得として返還すべき義務を負うと

解するのが相当である。 

 また，当該会派において政務調査費の支出状況を明らかにした場合であっても，返

還を請求する側において，具体的な政務調査費の支出が，政務調査費の本来の使途及

び目的に違反した不適切な支出であることを推認させる外形的事実を主張立証したと

きには，返還を求められている会派側において，当該政務調査費の支出が政務調査費

の本来の使途及び目的にかなうものであることを立証しない限り，当該政務調査費の

支出は，「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」として支出したものでな

いとの立証があったものと扱うのが相当である。 

 ２ 会派Ａにおける政務調査費の処理状況等について 

前記前提事実並びに証拠（甲１，２，丙１０の２，４，丙２７〔枝番を含む。〕，

２８，２９，証人Ｅ）及び弁論の全趣旨によれば，平成１６年度における会派Ａの政

務調査費に係る処理状況等は次のとおりであったと認められる。 
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 (1) 会派Ａの財務委員長Ｅは，平成１６年度において，本件規則６条１項所定の政

務調査費に関する経理責任者を務めていた。Ｅ委員長は，毎月，名古屋市から交付を

受ける５５万円に所属議員数を乗じた金額の政務調査費のうち，５０万円に所属議員

数を乗じた金員を個人経費分として現金で保管し，５万円に所属議員数を乗じた金員

を共通経費分として預金口座に入金していた。 

 (2) Ｅ委員長は，会派Ａの所属議員から，必要事項を記入した「政務調査費報告

書」（丙２７，以下「月次報告書」という。）と題する書面及びこれに対応する領収

書（原本）の提出を受け，これらを基に，支出が政務調査費の使途基準に適合するか

否かを検討し，同基準に適合すると判断したものについて，議員１人当たり月額５０

万円を上限として，所属議員に個人経費分の政務調査費を支給していた。Ｅ委員長は，

月次報告書の細目ごとの金額をパソコンに入力して集計していたが，本件規則６条２

項により調製・保管が義務付けられている会計帳簿を調製していなかった。また，Ｅ

委員長は，所属議員から提出された領収書を項目ごとにまとめて保管していたが，領

収書がどの議員から提出されたものであるのか特定することはできない。 

(3) 月次報告書は，「項目」欄に本件規程別表に定められた項目を列記し，「細

目」欄に本件規程別表の「内容」欄に例示された費目等を列記した上，各細目に対応

する領収書の枚数及び金額の記載欄と，各項目に対応する「主な調査内容（行先・会

場等）」の記載欄とを設けた用紙に，所属議員が必要事項を記入したものである。 

(4) 会派Ａが実際に共通経費として金銭を支出した場合には，これを上記預金口座

から支払い，会計帳簿等に記載した上で，Ｅ委員長がその領収書を保管した。 

(5) Ｅ委員長は，月次報告書を基にパソコンに入力した上記データを集計し，これ

に，会派Ａが実際に共通経費として支出した金額を合算して，平成１６年度の政務調

査費として交付を受けた総額を１億５３４５万円（このうち，個人経費分として現金

で保管したのが１億３９５０万円，共通経費として預金口座に入金したのが１３９５

万円である。），支出総額を１億４７３８万４３２０円，残余金を６０６万５７１７

円（なお，３７円は預金利息）と算出した。会派Ａは，これに基づいて，別紙２のと



 

 17 

おりの本件報告書を作成し，平成１７年４月２８日，これを名古屋市議会議長に提出

するとともに，同年５月２６日，名古屋市に対し，上記残余金を返還した。上記残余

金のうち，１００万円はＲ議員の個人経費分であり，５０万円はＰ議員の個人経費分

である。 

(6) 原告らは，平成１８年９月８日，会派Ａは，平成１６年度に交付された政務調

査費のうち４５０万円を当時病気療養中で政務調査活動ができる状態になかったＤ議

員に支給し，本件報告書に，上記４５０万円を含めて政務調査活動に支出したとの事

実に反する記載をしたなどと主張して，本件監査請求を行ったところ，会派Ａは，本

件報告書にはＤ議員に対する４５０万円の支出が含まれていたことを認め，同年１０

月１９日，本件報告書の訂正願いを市議会議長に提出し，名古屋市長からの返還命令

を受けて４５０万円を名古屋市に返還した。 

 上記訂正後の収支報告書（以下「訂正後の報告書」という。）においては，調査費

として支出した金額が１６９６万７２８１円，支出の合計金額が１億４２８８万４３

２０円と，それぞれ本件報告書記載の金額から４５０万円を減じた金額が記載され，

他の支出項目については金額の訂正はなかった。 

 ３ 被告補助参加人会派らが個別の議員ごとの支出状況につき何ら立証をしていな

い政務調査費について 

(1) 前記２の認定事実によれば，本件政務調査費（１億３９５０万円）のうち，会

派Ａが名古屋市に返還したのは合計６００万円であるから，その差額１億３３５０万

円の中に，「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」として支出したもので

ないとして，被告補助参加人会派Ｚ１が返還義務を負うものが含まれているか否かが

問題となる。 

そこで，まず，本件報告書の記載内容の正確性について見ると，前記前提事実(3)

ウのとおり，本件監査請求に対する監査結果の通知において，会派Ａにおける政務調

査費に係る会計処理の問題点が指摘されている上，前記２(6)のとおり，会派Ａは，

訂正後の報告書において，単純に調査費及び支出総額を４５０万円減額したのみであ



 

 18 

るが，政務調査活動は通常多岐にわたって行われるところ，１人Ｄ議員の政務調査費

のみが，調査費名目でしか支出されていないとすることは不自然であるし，平成１６

年度の会派Ａの経理責任者であったＥ委員長は，①政務調査費の個人経費分について

は，各議員から提出される月次報告書の数字を細目ごとに合算して本件報告書を作成

した，②Ｄ議員は月次報告書を提出していない，と証言する一方で，Ｄ議員に係る４

５０万円の返還に伴って本件報告書の内容を訂正したと証言しており，その証言には

矛盾がある。こうした点に鑑みると，本件報告書の記載内容が正確でないと考えるこ

とには，相応の根拠があるものと認められる。 

したがって，会派Ａの権利義務を承継した被告補助参加人会派Ｚ１は，前記１(2)

で判示したとおり，政務調査活動の秘匿性の要請に反しない限度で，本件政務調査費

のうち既に返還した分を除く１億３３５０万円について，その支出状況を明らかにす

べき義務を負うものである。 

(2) 本件政務調査費の支出状況については，会派Ａに所属していた議員のうち，

被告補助参加人Ｚ２，被告補助参加人Ｚ３，被告補助参加人Ｚ４を含む合計１６名の

議員が，政務調査費の支出の概要を記載した陳述書を提出した（これらの陳述書で述

べられた各議員の支出項目ごとの合計金額は，別紙３のとおりである。）。これらの

陳述書によれば，この１６名の議員が受領した平成１６年度の政務調査費は合計８８

５０万円であるから（各議員の受領額は，Ｐ議員が２００万円，Ｑ議員が２５０万円，

その余の１４名の議員が各自６００万円である。），被告補助参加人会派Ｚ１は，残

りの４５００万円の政務調査費については，個別の議員ごとの支出状況について何ら

の立証をしていない。 

 この点に関し，被告補助参加人会派Ｚ１は，陳述書が提出されていないのは，当該

議員の死亡，離団ないし分裂によるものであると主張する。しかし，名古屋市に対し

て政務調査費の収支の状況を報告すべき義務を負う者は，個々の議員ではなく，政務

調査費の交付を受けた会派であることは本件条例５条に照らし明らかである。そして，

本件規則６条は，会派に対して，前記のとおり，その報告を正確に行うことができる
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ように，経理責任者を定め，その者に会計帳簿を調製し領収書等の証拠書類と併せて

保管することを義務付けている。したがって，当該会派は，これらの手続を適切に履

践しておれば，たとえ政務調査費を実際に支出した議員の協力を得ることができなく

とも，政務調査費の支出状況については説明できるはずであり，被告補助参加人会派

Ｚ１が主張する事情は，４５００万円の個人経費分の政務調査費につき，個別の議員

ごとの支出状況を明らかにできないことの正当な理由となるものではない。 

  (3) そうすると，被告補助参加人会派Ｚ１は，本件政務調査費のうち４５００万円

について，本件規則６条から当然に導かれる政務調査費の支出状況についての最低限

度の基本的な説明責任すら果たしていないものといわざるを得ないから，この４５０

０万円につき不当利得として名古屋市に返還すべき義務を負うものというべきである。 

 ４ 参加人会派らが個別の議員ごとの支出状況につき陳述書を提出した政務調査費

について 

 (1) 会派Ａに所属していた議員のうち，被告補助参加人Ｚ２，被告補助参加人Ｚ３，

被告補助参加人Ｚ４を含む合計１６名の議員は，政務調査費の支出の概要を記載した

陳述書を提出し，自らが受領した政務調査費の支出状況について一応の説明をしてい

る。この点，原告らは，陳述書による説明は何らの裏付けを伴っておらず，陳述書の

記載のみでは政務調査費の支出の正当性の証明として不十分である旨主張する。しか

し，前記１(2)で判示したとおり，本件条例７条に基づき政務調査費の返還を求める

権利の性質は，不当利得返還請求権であり，その発生原因事実である「法律上の原因

がないこと」，本件条例７条に即していえば，具体的な政務調査費の支出が「市政に

関する調査研究に資するため必要な経費」として支出されたものではないことの主張

立証責任は，これを請求する側である原告らにおいて負担すべきものであるから，原

告らは，被告補助参加人らの一応の説明を前提として，又は，これを前提とせずに，

具体的な政務調査費の支出が，政務調査費の本来の使途及び目的に違反した不適切な

支出であることを推認させる外形的事実を主張立証することが必要である。 

  (2) ところで，前記１(1)のとおり，議員の職責は広範なものであり，これに応じ
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てその政務調査活動も広範にわたるものであるから，その外縁を明確に定義すること

は困難である。また，議員の特定の活動が，政務調査活動と政治活動の性質を併せ持

つ場合があることは否定できず，この場合に，その活動のために政務調査費を支出す

ることは，その活動の中心的な目的が明白な政治活動（専ら選挙で当選を目指すこと

を目的とした活動）であるといえるときは格別，そうでないときには，その支出が本

件規程に定める政務調査費の使途基準に合致している場合には，当該支出をもって違

法な支出ということはできない。 

また，政務調査活動は，委員会活動と重複する場合もあるところ，名古屋市議会の

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等により費用が支弁される場合には，当

該経費のために政務調査費を支出することは許されないことは当然であるが，費用支

弁がされない経費については，委員会活動であっても政務調査費を支出することは，

本件規程に定める使途基準に合致する限りにおいて差し支えないというべきである。 

原告らは，政務調査費の支出が正当化されるためには，当該政務調査活動が会派の

ためのものであることが必要であると主張する。しかし，本件条例において，政務調

査費は会派に交付するとしているが，本件条例１条において「議員の調査研究に資す

るため必要な経費の一部」として政務調査費を交付する旨が規定されており，支出の

対象となる政務調査活動を会派としての政務調査活動に制限しておらず，また，政務

調査活動自体，必ずしも会派としての統制の下で行う必要があるものではなく，議員

個々人の判断で行われても不都合のない性質のものであると認められる上，本件条例

においてはいわゆる１人会派に対しても政務調査費を交付することを定めていること

に照らせば，政務調査費の支出の対象となる政務調査活動を，会派が行うものに限定

する必要はないというべきである。 

(3) 以上の観点から，原告らが個別的に問題点を指摘する本件における政務調査費

の支出を中心に，８８５０万円の政務調査費の支出の当否について検討する。 

  ア 飲食費について 

 飲食は，通常，個人の費用により日常生活において必ず行うものであるから，たと



 

 21 

え政務調査のための会合を昼食時又は夕食時に行う必要があるとしても，例えば議員

のみの会合である場合には，その際の飲食費は各参加者が負担すればよいだけの話で

あり，昼食時又は夕食時の会合であるという理由だけでは当該飲食費を政務調査費の

中から支出することが正当化されるものではない。したがって，政務調査費から飲食

費を支出することが正当化されるためには，当該飲食を伴う会合が，食事を伴う時間

に開催する必要があり，しかも，例えば外部の人間を交えての会合をする場合など，

会合参加者全体として一緒に飲食をする必要性があり，かつ，その飲食内容が会合の

性質などに照らして社会通念上相当な範囲内である場合であることが必要と解すべき

である。もっとも，食事の時間帯以外に開催する政務調査のための会合において，い

わゆるのどを潤す程度の茶菓を政務調査費から支出することは，それが社会通念上相

当な範囲内である限り，これを違法とする理由はないというべきである。 

 したがって，政務調査費から支出された飲食費が「市政に関する調査研究に資する

ため必要な経費」でないと認められるためには，原告らにおいて，具体的な飲食費に

係る支出が外形的に見て，社会通念から逸脱したと認められることを主張立証するこ

とが必要になるところ，原告らは，そもそも，違法と主張する飲食費の支出を具体的

に主張していない。したがって，この点に関する原告らの主張は，その余の点を検討

するまでもなく，理由がない。 

 イ 広報費について 

 (ｱ) 原告らは，そもそも政務調査費には広報費が含まれるべきではなく，これを認

めた本件規程は地方自治法１００条１３項に違反すると主張する。 

しかしながら，議員は，選挙により選挙民から選ばれた立場にあるから，議員の政

務調査活動において，選挙民の意識や意向に注意を払うことは必要であり，これをで

きるだけ酌み取って議員としての活動に反映することが必要であると認められる。議

員の広報活動は，多くの場合，それまでの自らの活動内容を宣伝し，社会情勢等の現

時の問題点等を指摘し，それに対する対応や施策についての自らの見解を選挙民に示

すことなどにより，それらに対する選挙民の反応を見て，これを今後の議員としての
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活動に反映させるとともに，選挙民の自己に対する支持や理解を取り付ける目的でな

されるものである。したがって，議員の行う広報活動には，政治活動の要素があるこ

とは否定できないが，同時に選挙民に情報提供し，その反応を見るという施策決定の

ための重要な役割をも有していると認められるから，このための費用を政務調査活動

から支出することは，一般的に見て「調査研究に資するため必要な経費」の支出では

ないということはできない。よって，広報費を政務調査費から充てることは，地方自

治法１００条１３項に違反するものとは認められない。 

 (ｲ) 次に，原告らは，Ｓ党の機関紙である「Ｔ」の発行は政治活動であり，その費

用を政務調査費から支出することはできないと主張する。 

証拠（丙２の１ないし１０，丙１８の４，丁イ２，３，丁ロ２）及び弁論の全趣旨

によれば，会派Ａ所属の各議員は，その選挙区において，当該選挙区の選挙民を購読

者とするＳ党の機関紙である「Ｔ」の各区版を発行していること，その紙面には，各

議員がそれぞれ議会等における活動内容や取り組んでいる施策等についての記事が多

く掲載されていること，その紙面には，各議員の後援会活動に関連する記事も掲載さ

れているが，それらの記事は紙面の主要な部分を占めておらず，証拠として提出され

ているもの（両面印刷の２頁）でみると，多くとも１頁の半分を超えるものではない

ことの各事実が認められる。 

 以上によれば，「Ｔ」は，各議員が自己の議員としての実績を宣伝する内容が含ま

れていることは否定できないものの，各議員が推進する施策等を記事として掲載する

ことにより，それらに対する選挙民の反応を見て，これを今後の議員としての活動に

反映させる効果を有するものと認められる。確かに後援会活動など，政務調査活動と

は関連しない記事が掲載されているものがあるが，その占める割合は一部であり，全

体としてみれば，「Ｔ」は，政務調査活動の一環としての広報活動のために発行した

ものであると認められる。したがって，各議員らが「Ｔ」の発行費用等に政務調査費

を充てることは，使途基準に違反するとは認められない。 

 ウ 事務所借り上げ費について 
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 証拠（丁イ１，丁ハ１）によれば，被告補助参加人Ｚ２は，政務調査費から毎月５

万５０００円を事務所借り上げ費として支出しており，被告補助参加人Ｚ４は，政務

調査費から毎月４万円を事務所借り上げ費として支出していたことが認められる。 

 ところで，本件規程の定める使途基準（別紙１）には，政務調査費から支出するこ

とを許容する経費の項目として，事務費を掲げており，その内容については「調査研

究活動に係る事務遂行に必要な経費」とし，その例として，「事務用品・備品購入費，

通信費等」を挙げている。政務調査活動をするために，事務所のような一定の場所を

必要とする場合があることは明らかであり，したがって，本件規程を制定する際にも，

事務所の借り上げ費を例示することも十分考えられたと思われるが，本件規程ではあ

えて事務所の借り上げ費を例示として挙げていないことに照らせば，本件規程におい

ては，事務所の借り上げ費は，基本的に政務調査費の支出対象としては想定していな

いものと解するのが相当である。 

もっとも，本件規程の定める使途基準においては，事務費の内容を「調査研究活動

に係る事務遂行に必要な経費」とし，「事務用品・備品購入費，通信費等」はその例

として挙げられているものであるから，調査研究活動のために特に事務所を借り上げ

る必要があったような場合には，その事務所の借り上げ費用をもって，本件規程の定

める使途基準にいう事務費に当たると解する余地はあるが，被告補助参加人Ｚ２及び

被告補助参加人Ｚ４は，その陳述書（丁イ１，丁ハ１）において，上記のような特別

の事情につき何ら述べていないから，同人らが支出した事務所借り上げ費は，本件規

程の定める使途基準にいう事務費に当たらないものと認めるのが相当である。 

 したがって，被告補助参加人会派Ｚ１は，上記各議員の事務所の借り上げ費相当額

の合計１１４万円については，「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」と

して支出したものには当たらないものとして，同金額を名古屋市に返還する義務を負

うものというべきである。 

 エ その他の経費について 

 前示のとおり，政務調査費を不当利得として返還することを求めるためには，その
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返還を請求する側において，具体的な政務調査費の支出が本来の政務調査費の使途及

び目的に違反した不適切な支出であることを推認させる外形的事実を主張立証する必

要があるところ，その他の経費について，原告らの主張する内容は，議員の陳述書に

よる説明が政務調査費の支出を正当化するものとしては不十分であるというものにと

どまり，個々の具体的な支出を捉えてその支出が，政務調査費の本来の使途及び目的

に違反した不適切な支出であることを推認させる外形的事実を主張をしているとは認

められず，主張自体不十分である。また，その提出した証拠を見ても，上記のような

外形的事実が立証されたものとは認められない。 

 したがって，その他の経費として支出された政務調査費については，被告補助参加

人会派Ｚ１に返還義務があるということはできない。 

  (4) そうすると，陳述書を提出した議員に交付された８８５０万円の政務調査費に

ついては，１１４万円の限度で「市政に関する調査研究に資するため必要な経費」に

支出したものには当たらないと認められるから，被告補助参加人会派Ｚ１は，名古屋

市に対して，同金額を不当利得として返還すべき義務を負うことになる。 

 ５ 遅延損害金について 

以上判示したとおり，被告補助参加人会派Ｚ１は，名古屋市に対して，合計４６１

４万円の不当利得返還義務を負うことになるところ，原告らは，名古屋市に本件政務

調査費に関する不当利得返還請求権が発生したことが明白となった平成１７年６月１

日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を付して請求することを求めてい

る。 

しかしながら，不当利得返還義務は期限の定めのない債務であるから，遅延損害金

が発生するのは，その履行を請求され当該債務が付遅滞となった時からである。本件

においては，名古屋市が会派Ａないし被告補助参加人会派Ｚ１に対し上記不当利得返

還義務の履行を請求したという事実についての主張立証がないから，被告補助参加人

会派Ｚ１に遅延損害金の支払義務があると認めることはできない。なお，被告は，地

方自治法２４２条の２第７項に基づき，会派Ａに対し本件訴訟の告知をしているとこ



 

 25 

ろ，同項の訴訟告知は，同条８項により，当該訴訟に係る請求権の時効の中断に関し

ては，民法１４７条１号の請求とみなされるが，上記の訴訟告知によって，履行の請

求があったものとして，期限の定めのない債務につき付遅滞の効果が発生すると解す

ることはできない。 

 第４ 結論 

 以上によれば，原告らの請求は，被告に対し，被告補助参加人会派Ｚ１に対して，

４６１４万円を支払うよう請求することを求める限度で理由があるので，その限度で

これを認容することとし，主文のとおり判決する。 

 

    名古屋地方裁判所民事第９部 

 

       裁判長裁判官   増  田     稔 

 

 

 

          裁判官   鳥  居  俊  一 

 

 

 

          裁判官   杉  浦  一  輝 



 

 26 

（別紙１） 

本件規程２条に規定する使途基準を定める別表 

 

項目 内       容 

調査費 本市の事務及び地方行財政に関する調査研究活動並びに調査委託に

要する経費 

（調査委託費，交通費，宿泊費等） 

研修費 調査研究活動のために行う研修会・講演会の実施に必要な経費並び

に他団体が開催する研修会・講演会等への所属議員及び会派の雇用

する職員の参加に要する経費 

（会場費・機材借上げ費，講師謝金，会費，交通費，宿泊費等） 

会議費 調査研究活動のために行う各種会議に要する経費 

（会場費・機材借上げ費，資料印刷費等） 

資料作成費 調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 

（印刷・製本代，原稿料等） 

資料購入費 調査研究活動のために必要な図書・資料等の購入に要する経費 

（書籍購入代，新聞雑誌購読料等） 

広報費 調査研究活動，議会活動及び市政に関する政策等の広報活動に要す

る経費 

（広報紙・報告書等印刷費，会場費，送料，交通費等） 

事務費 調査研究活動に係る事務遂行に必要な経費 

（事務用品・備品購入費，通信費等） 

人件費 調査研究活動を補助する職員（臨時職員を含む。）を雇用する経費 

（給料，手当，社会保険料，賃金等） 

注 （ ）内は例示 
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（別紙２） 本件報告書の内訳 

       （なお，括弧内は，備考欄の記載である。） 

 

  １ 収入 政務調査費  １億５３４５万円 

       利   息           ３７円 

       合   計  １億５３４５万００３７円 

   ２ 支出 調 査 費    ２１４６万７２８１円 

              （政務調査のための旅費等） 

       研 修 費    ２０９３万６６７４円 

（研修に伴う諸経費）               

       会 議 費    １０８８万２３２６円 

              （会議，打合せのための費用） 

       資料作成費     ７５１万７３８３円 

              （機関紙「Ｔ」の作成費及び諸資料作成費） 

       資料購入費     １６０万４１２９円 

（図書，新聞等の購入費）               

       広 報 費    １２２４万８６１７円 

（通信，広報費等） 

       事 務 費    １８９８万４６５５円 

              （事務用品等） 

       人 件 費    ５３７４万３２５５円 

              （調査研究を補助するための雇用に要する経費等） 

       合   計  １億４７３８万４３２０円 

  ３ 残余           ６０６万５７１７円 
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（別紙３）  

各議員の政務調査費の支出状況 

 以下に記載した金額は，各議員が作成した陳述書で述べた支出項目ごとの合計金額

（会派に対して請求した金額）であり，括弧内に記載した事項は，各議員がその陳述

書の政務調査費の使途の項で主な使途として述べたものである。 

 

１ Ｅ議員（丙１０の１） 

 調 査 費  １２８万１８９１円（タクシー，有料道路，ガソリン，視察費用） 

 研 修 費   １９万３８６４円               

会 議 費   ７２万１４０２円（懇談会，意見交換会の開催費用） 

 人 件 費  ２１０万５９７０円（資料整理，調査委託，会議準備等） 

 資料作成費    ７万６９３１円 

 事務所運営費 １８５万５３２７円（コピー代，電話代，事務用品購入等の一部） 

 合   計  ６２３万５３８５円 

 

２ Ｆ議員（丙１１の１） 

 調 査 費   ５３万１７４７円（ガソリン，タクシー代等） 

 研 修 費  １９８万０３３６円（研修会の開催経費の一部等） 

 会 議 費   ８２万７６４２円（会議，集会の開催費用等） 

 資料購入費    ４万７１９４円 

 広 報 費   ６４万４４０４円 

 事 務 費  １５９万４４４９円（備品購入費，電話代，郵送費等） 

 人 件 費   ６１万９０００円 

 合   計  ６２４万４７７２円 

 

３ Ｇ議員（丙１２の１） 
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 調査に伴う旅費・資料収集      １２８万円 

 各種，各地の会合・懇談会・研修会   ６５万円 

 市政報告の集会や会議の開催     １３８万円 

 資料作成や資料の購入         １３万円 

 Ｔの発行・輸送・配布        １２０万円 

 事務所費               ７２万円 

 人件費                ６７万円 

 合  計              ６０３万８５４２円 

 

４ Ｈ議員（丙１３の１） 

調 査 費    ５万００２４円 

 研 修 費   １６万５０００円 

 会 議 費   ３１万円 

 資料作成費   １９万１８３５円 

 資料購入費   １７万０４８４円 

 広 報 費    ９万４１０８円 

 事 務 費  １８７万９０９８円 

 人 件 費  ３３０万４０００円 

 合   計  ６１６万４５４９円 

 

５ Ｉ議員（丙１４の１） 

 調 査 費  約９９万円 

 研 修 費 約２７５万円 

 会 議 費  約１８万円 

 資料購入費    ２万円 

 事 務 費  約６０万円 
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 人 件 費 約１４７万円 

 合   計 約６０１万円 

 

６ Ｊ議員（丙１５の１） 

 調 査 費   ２１万６１９７円（交通費，宿泊費） 

 研 修 費   ５９万５４０３円（会場費，会費） 

 会 議 費   １１万６９２８円（会場費，資料印刷費） 

 資料作成費  ２７８万６４６７円（印刷製本費） 

 事 務 費   １２万９０００円（事務用品購入，報告書作成） 

 人 件 費  ２６７万１０００円（事務職員給料，アルバイト料） 

 合   計  ６５１万４９９５円 

 

７ Ｋ議員（丙１６の１） 

 調 査 費    ８万７８８４円 

 研 修 費   ４７万４１００円（研修参加費等） 

 会 議 費   ６０万３８０３円 

 資料作成費  １５３万６８００円（集会資料や，Ｔの作成費等） 

 広 報 費    ３万７８００円（Ｔの郵送料等） 

 人 件 費  ３３６万円 

 合   計  ６１０万０３８７円 

 

８ Ｌ議員（丙１７の１） 

 調 査 費  ２０９万３８３０円（調査委託，資料収集） 

 会 議 費   ８０万１５４５円（市政報告会会場費，開催経費等） 

 資料作成費   ２９万０３８０円（報告書の印刷など） 

 広 報 費   ２３万１２９０円（交通費，広報誌の印刷） 
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 事 務 費   ６５万４０２７円（事務用品，通信費） 

 人 件 費  ２３０万１３００円 

 合   計  ６３７万２３７２円 

 

９ Ｍ議員（丙１８の１） 

調 査 費  １４６万５４２０円（調査委託費，イギリス視察交通費） 

 研 修 費   ９１万００２０円（研究会の会場費，市政報告会の会場費） 

 会 議 費   ６０万８７６０円（市政報告会の開催経費等） 

 資料作成費    ７万３５００円 

 広 報 費   ９３万３４９８円（Ｔ作成費，送料） 

 人 件 費  ２４０万円 

 合   計  ６３９万１１９８円 

 

１０ Ｎ議員（丙１９の１） 

 研 修 費  １００万８６５０円 

 資料作成費   ２４万３７５０円 

 資料購入費    ５万８２７７円 

 広 報 費   ５０万４００８円 

 事 務 費  ４０５万６５１６円 

 人 件 費   ２０万円 

 合   計  ６０７万１２０１円 

 

１１ Ｏ議員（丙２０の１） 

 調 査 費   １８万４４７０円 

 会 議 費    ９万７０００円 

 広 報 費    １万５０００円 
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 事 務 費   ３７万５３４７円 

 人 件 費  ５４２万９３７０円 

 合   計  ６１０万１１８７円 

 

１２ Ｐ議員（丙２１の１）（ただし，平成１６年８月に議員を辞職） 

 調 査 費   ２７万３６４６円 

 研 修 費   ２９万８１７９円 

 広 報 費   ２２万２３１０円 

 事 務 費   ５１万７４０６円 

 人 件 費   ７５万円 

 合   計  ２０６万１５４１円 

 

１３ Ｑ議員（丙２２の１）（平成１６年１１月に就任） 

 調 査 費   ２３万１２６２円 

 研 修 費   ３７万０１９７円 

 会 議 費   ４４万３０８５円  

 資料作成費   ３４万４０２４円 

 広 報 費   １１万５８１０円 

 事 務 費   ８８万４４２８円 

 人 件 費   ３６万８６００円 

 合   計  ２７５万７４０６円 

 

１４ Ｚ２議員（丁イ１） 

 調 査 費  ２１３万４８２３円（交通費など） 

 研 修 費    ５万１１３０円 

 会 議 費   ４３万０５２１円 
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 資料購入費    ７万４９２９円 

 広 報 費   ４６万５４１０円（Ｔの発送料など） 

 事 務 費  １１１万５７６５円（事務所借り上げ費用など） 

 人 件 費  １９０万１２１５円 

 合   計  ６１７万３７９３円 

 

１５ Ｚ３議員（丁ロ１） 

 外部調査委託費           ２０万円 

 外部調査結果の広報費        ２７万４０００円（ただし，一部） 

 人件費              ２４０万円 

 視察費，意見交換会開催費      ２５万５８６０円（ただし，一部） 

 市政報告作成費，アンケート作成費 ２９２万５０００円 

 ホームページ作成費         ２１万円 

 合  計             ６２６万４８６０円 

 

１６ Ｚ４議員（丁ハ１） 

 調 査 費   ４３万９０５０円 

 会 議 費   １２万７０５０円 

 資料作成費   ３９万９３８５円 

 資料購入費   １３万７０８６円 

 事 務 費  １３１万７８２０円（事務所借り上げ費４８万円を含む。） 

 人 件 費  ３８５万円 

 合   計  ６２７万０３９１円 

 


